
 

1 

 

協働のまちづくり活動支援事業 選定要領（令和８年度補助～） 

 

１ 選考方法 

選考会（公開プレゼンテーション）もしくは書類選考により、選考委員会（以下「委員会」と

いう。）が選考を行う。 

 

２ 選考委員会 

①設置 

協働のまちづくり活動支援事業の運営委託先が本委員会を設置する。 

 

②委員構成 

異なる立場の者（例えば、自治会関連者、学識経験者、市民活動団体等）から各１名。計３名

以内の委員をもって構成する。 

 

③任期 

委員の任期は原則２年。なお、出席が叶わない場合は、可能な限り代理出席で対応する。 

 

④所掌事務 

  ⅰ選考会(公開プレゼンテーション)又は応募書類の内容に基づき審査し、選定するか否 

かの判断及び各委員の評点の合計点に基づき順位付けを行う。 

  ⅱ選定した団体の順位付け等に基づき、市に交付額案の提示を行うものとする。なお、審 

査及び交付額案の提示については、「３ 審査方法」及び「４ 選定」に基づき行うことと

する。 

 

３ 審査方法 

 

事業分野 審査方法 

(1)活動の拡大又は新た 

に取り組む事業 

選考会（公開プレゼンテーション） 

【開催目的】 

支援事業の実施団体の選定にあたり、補助金の透明性・公平性の確保、

団体自身のプレゼンテーションによる事業アピール及び質疑応答を行

ったうえでの選考の必要性の観点から実施する。 

※申し込みをした団体は、公開プレゼンテーション（３月中旬または下

旬の休日で開催予定）に必ず参加し、選考を経なければならない。 

 

【実施の流れ】 

① 団体によるプレゼンテーション 

② 選考委員との質疑応答 

③ 選考委員による講評やアドバイス 

④ 選考委員会における審査・採点（非公開） 
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【選考基準】 

下記の７つの基準（１項目５点）を踏まえ、採点し、３名の審査員の 

合計点が基準点５３点未満（審査員が２人の場合は、基準点３５点未満）

の団体は落選とする。その場合、市は理由を付しその旨を該当団体に通

知するものとする。 

① 地域の課題解決に役立つ（まちづくりに効果があると感じられ

るか） 
② 専門性が発揮されている（団体の特徴を生かした発想が表れ   

  ているか） 

③ 独創的な取組（類似性のない、団体ならではの事業として計画され

ているか） 

④ 市民への広がりが期待できる（広く一般的な参加が見込める事業

であるか） 

⑤ 地域の活性化につながる（事業の成果として、地域の盛り上がり

や、活性が見込めるか） 

⑥ 確実な実行が見込める（支援の有無にかかわらず、目的を達成し、

計画どおり事業が実施できるか） 

⑦ 継続した取組が期待できる（事業の継続と継続による効果の高ま

りが期待できるか） 

(2)活動の広がりが期待

できる周年記念イベ

ント事業 

書類審査 

 応募書類を基に選考委員が採点を行う。 

 

【選考基準】 

下記の７つの基準（１項目５点）を踏まえ、採点し、３名の審査員の 

合計点が基準点５３点未満（審査員が２人の場合は、基準点３５点未

満）の団体は落選とする。その場合、市は理由を付しその旨を該当団体

に通知するものとする。 

①団体と記念企画の関連性 

②専門性が発揮されているか 

③周年記念の企画として適切か 

④地域の賑わいが期待できるか 

⑤企画が特定の人に向けたものではなく、広がりを持ったものか 

⑥参加機会の平等を確保しているか 

⑦確実な実行が見込めるか 

 

４ 選定 

 

１.選定団体数について 

(1)活動の拡大又は新たに取り組む事業（以下「拡大・新規」という。） 

 約６団体以内（申請額に応じて変動する） 

 

(2)活動の広がりが期待できる周年記念イベント事業（以下「周年記念」という。） 

 原則２団体（申請額に応じて増える場合がある） 
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（２）選定団体数及び交付額案

２.選定方法

（１）順位付け

  各選考委員の採点の合計点に基づき、基準点以上となった団体の順位付けを行う。

（同点の場合は、委員長の採点を優先する。）

 

（２）選定団体数及び交付額案

 

  

「拡大・新規」で基準点以上と

なった団体の申請額合計が

「周年記念」の申請合計額を予

算から差し引いた金額以内

基準点以上の

団体に満額交付

（はい）

選定方法 

１）順位付け 

各選考委員の採点の合計点に基づき、基準点以上となった団体の順位付けを行う。

（同点の場合は、委員長の採点を優先する。）

（２）選定団体数及び交付額案

 

「拡大・新規」で基準点以上と

なった団体の申請額合計が

「周年記念」の申請合計額を予

算から差し引いた金額以内

基準点以上の

団体に満額交付

（はい） 

各選考委員の採点の合計点に基づき、基準点以上となった団体の順位付けを行う。

（同点の場合は、委員長の採点を優先する。）

（２）選定団体数及び交付額案

「周年記念」で基準点以上とな

った団体数が２つ以内

「拡大・新規」で基準点以上と

なった団体の申請額合計が

「周年記念」の申請合計額を予

算から差し引いた金額以内

基準点以上の 

団体に満額交付 

「拡大・新規」は順位付けに

基づき、傾斜をかけた交付

額とする。

「周年記念」は満額交付

（はい）

（いいえ）

各選考委員の採点の合計点に基づき、基準点以上となった団体の順位付けを行う。

（同点の場合は、委員長の採点を優先する。）

（２）選定団体数及び交付額案 

「周年記念」で基準点以上とな

った団体数が２つ以内

「拡大・新規」で基準点以上と

なった団体の申請額合計が

「周年記念」の申請合計額を予

算から差し引いた金額以内 

「拡大・新規」は順位付けに

基づき、傾斜をかけた交付

額とする。 

「周年記念」は満額交付

（はい） 

（いいえ） 

3 

各選考委員の採点の合計点に基づき、基準点以上となった団体の順位付けを行う。

（同点の場合は、委員長の採点を優先する。）

「周年記念」で基準点以上とな

った団体数が２つ以内 

「拡大・新規」は順位付けに

基づき、傾斜をかけた交付

「周年記念」は満額交付 

「拡大・新規」で基準点以上となった団体の

申請額合計が「周年記念」の上位２つの団

体の申請合計額を予算から差し引いた金

額を超過

（いいえ）

（はい）

各選考委員の採点の合計点に基づき、基準点以上となった団体の順位付けを行う。

（同点の場合は、委員長の採点を優先する。） 

「周年記念」で基準点以上とな

「拡大・新規」は順位付けに

基づき、傾斜をかけた交付

 

「拡大・新規」で基準点以上となった団体の

申請額合計が「周年記念」の上位２つの団

体の申請合計額を予算から差し引いた金

額を超過 

「拡大・新規」は満額交付。

「周年記念」の上位１位２位は満

額交付。その上で、予算の残額

に応じて、上位３位以下の団体

へ交付できる

（いいえ） 

（はい） 

各選考委員の採点の合計点に基づき、基準点以上となった団体の順位付けを行う。

「拡大・新規」で基準点以上となった団体の

申請額合計が「周年記念」の上位２つの団

体の申請合計額を予算から差し引いた金

「拡大・新規」は満額交付。

「周年記念」の上位１位２位は満

額交付。その上で、予算の残額

に応じて、上位３位以下の団体

へ交付できる

（いいえ）

各選考委員の採点の合計点に基づき、基準点以上となった団体の順位付けを行う。

「拡大・新規」で基準点以上となった団体の

申請額合計が「周年記念」の上位２つの団

体の申請合計額を予算から差し引いた金

「拡大・新規」は満額交付。

「周年記念」の上位１位２位は満

額交付。その上で、予算の残額

に応じて、上位３位以下の団体

へ交付できる 

（いいえ） 

各選考委員の採点の合計点に基づき、基準点以上となった団体の順位付けを行う。 

「拡大・新規」で基準点以上となった団体の

申請額合計が「周年記念」の上位２つの団

体の申請合計額を予算から差し引いた金

「拡大・新規」は満額交付。 

「周年記念」の上位１位２位は満

額交付。その上で、予算の残額

に応じて、上位３位以下の団体

 


